
別紙 

 

 

宿毛商工会議所 行 

FAX（0880）63-4436 

 

 

「令和 6年能登半島地震」義援金申込書 

 

 

申込金額 ： 

 

募金方法 ： 持参 ・ 振込 （いずれかに○をお願いいたします） 

 

ご 住 所 ： 

 

お 名 前 ： 

 

ご連絡先 ： 

 

 

 

金融機関 宿毛商銀信用組合 宿毛支店 

預金種別 普通預金 

口座番号 1081655 

口座名義 
ｽｸﾓｼｮｳｺｳｶｲｷﾞｼｮ ｶｲﾄｳ ﾀﾃﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 

宿毛商工会議所 会頭 立田 雅弘 

※ 恐れ入りますが、振込手数料についてはご負担くださいますようお願い申し上げます。 

 

 

※ 本義援金の税制上の取扱いについて 

  寄付金税制上、本義援金は「一般寄付金」の取扱いとなります。 

（法人の場合） 

  一般寄付金は、損金算入限度額を超える金額については損金不算入となります。 

  法人の場合は、計算式で求められる限度額の範囲内で損金算入が認められています。 

根拠法（条項）：法人税法第三十七条第一項 

（個人の場合） 

  所得控除されません（認められません）。 


